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６ 知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則 

 

（平成11年５月青森県規則第55号） 

改正（平成12年３月青森県規則第58号） 

改正（平成13年３月青森県規則第22号） 

改正（平成17年３月青森県規則第22号） 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、青森県個人情報保護条例（平成10年12月青森県条例第57号。以下「条 

例」という。）第２章の規定による知事が取り扱う個人情報の保護等に関し必要な事項 

を定めるものとする。 

 

（保有個人情報開示請求書） 

第２条 条例第15条第１項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書（第１号様 

式）によるものとする。 

 

（証明書類等） 

第３条 条例第15条第２項に規定する実施機関が定める書類等は、次のとおりとする。 

(1) 本人が開示請求をしようとするとき次に掲げるいずれかの書類等 

イ 運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証又は法律若しくはこれに基づく命令の

規定により交付された書類等であって当該開示請求をしようとする者が本人であ

ることを確認するに足りるもの 

ロ やむを得ない理由によりイに掲げる書類等を提示することができない場合には、

当該開示請求をしようとする者が本人であることを確認するため知事が適当と認

める書類等 

(2) 法定代理人が開示請求をしようとするとき当該法定代理人に係る前号に掲げる書 

類等及び戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類等 

２ 前項の規定は、条例第19条第４項、第20条第３項、第27条第２項及び第33条第２項に 

おいて準用する条例第15条第２項に規定する実施機関が定める書類等について準用す 

る。 

 

（第三者への通知事項） 

第４条 条例第18条第１項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 開示請求の年月日 
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(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 

(3) その他知事が必要と認める事項 

２ 条例第18条第２項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 開示請求の年月日 

(2) 条例第18条第２項第１号又は第２号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する  

理由 

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 

(4) その他知事が必要と認める事項 

 

（電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の方法） 

第５条 次の各号に掲げる電磁的記録に記録されている保有個人情報についての条例第19 

条第１項第３号の実施機関が定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。 

(1) 用紙に出力することができる電磁的記録に記録されている保有個人情報 当該保 

有個人情報が記録されている電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又はその写し

の交付 

(2) 用紙に出力することができる電磁的記録以外の電磁的記録に記録されている保有 

 個人情報 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を専用機器により再生し

たものの閲覧、聴取又は視聴 

２ 前項の規定にかかわらず、開示請求に係る次の各号に掲げる電磁的記録に記録されて 

いる保有個人情報について当該各号に定める方法による開示を容易に行うことができる 

場合においては、当該保有個人情報の開示の方法は、それぞれ当該各号に定める方法と 

することができる。 

(1) 前項各号に掲げる保有個人情報 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録 

を複写したものの交付 

(2) 前項第１号に掲げる保有個人情報 当該保有個人情報が記録されている電磁的記

録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴 

３ 条例第19条第１項ただし書の規定は、保有個人情報が記録されている電磁的記録を用 

紙に出力したものによる開示について準用する。 

４ 電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が記録されて 

いる電磁的記録を用紙に出力したものの写し若しくは当該電磁的記録を複写したもの又 

はこれらを複写したものを送付する場合を除き、知事が条例第16条第４項に規定する開 

示等の決定通知の際に指定する日時及び場所において行う。 

 

（更なる開示の申出等） 
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第６条 条例第19条第３項の規定による申出は、保有個人情報の更なる開示の申出書（第 

２号様式）を知事に提出して行わなければならない。 

２ 知事は、前項の申出があったときは、速やかに、当該申出に応ずるものとし、当該申 

出をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。 

３ 条例第19条第２項及び前条第４項の規定は、第１項の申出に係る保有個人情報の開示 

について準用する。この場合において、条例第19条第２項中「実施機関が開示等の決定 

通知」とあるのは「更に開示を受ける旨の申出に対する通知」と、前条第４項中「知事 

が条例第16条第４項に規定する開示等の決定通知」とあるのは「次条第２項の通知」と 

読み替えるものとする。 

 

（口頭による開示請求等） 

第７条 知事は、条例第20条第１項の規定により、開示請求があった場合において直ちに 

開示することができる保有個人情報を定めたときは、その旨を告示するものとする。 

２ 条例第20条第２項の実施機関が別に定める方法は、閲覧とする。 

 

（保有個人情報訂正請求書） 

第８条 条例第27条第１項に規定する書面は、保有個人情報訂正請求書（第３号様式）に 

よるものとする。 

 

（保有個人情報利用停止請求書） 

第９条 条例第33条第１項に規定する書面は、保有個人情報利用停止請求書（第４号様式） 

によるものとする。 

 

（県が出資する法人） 

第10条 知事は、条例第39条の規定により、実施機関が定める法人を定めたときは、当該 

法人の名称及び主たる事務所の所在地を告示するものとする。 

 

附 則 

この規則は、平成11年７月１日から施行する。 

 

附 則（平成12年３月青森県規則第58号） 

この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成13年３月青森県規則第22号） 
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この規則は、平成13年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成17年３月青森県規則第22号） 

この規則は、平成 17 年４月１日から施行する。 

 


